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議案第７号 

 

 

平成３０年度さぬき市農業集落排水事業特別会計予算について 

 

 

 平成３０年度さぬき市農業集落排水事業特別会計予算を別冊のとおり定めること

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第２号の規定に

基づき、議会の議決を求める。 

 

 

                      平成３０年２月２２日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 

 







－ 295－



－ 297－



－ 298－
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議案第８号 

 

 

平成３０年度さぬき市漁業集落排水事業特別会計予算について 

 

 

 平成３０年度さぬき市漁業集落排水事業特別会計予算を別冊のとおり定めること

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第２号の規定に

基づき、議会の議決を求める。 

 

 

                      平成３０年２月２２日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 

 







－ 307－



－ 309－



－ 310－
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議案第９号 

 

 

平成３０年度さぬき市多和診療所事業特別会計予算について 

 

 

 平成３０年度さぬき市多和診療所事業特別会計予算を別冊のとおり定めることに

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第２号の規定に基

づき、議会の議決を求める。 

 

 

                      平成３０年２月２２日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 

 







－ 319－



－ 321－



－ 322－
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議案第１０号 

 

 

平成３０年度さぬき市津田診療所事業特別会計予算について 

 

 

 平成３０年度さぬき市津田診療所事業特別会計予算を別冊のとおり定めることに

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第２号の規定に基

づき、議会の議決を求める。 

 

 

                      平成３０年２月２２日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 







－ 331－



－ 333－



－ 334－
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議案第１１号 

 

 

平成３０年度さぬき市観光事業特別会計予算について 

 

 

 平成３０年度さぬき市観光事業特別会計予算を別冊のとおり定めることについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第２号の規定に基づき、議

会の議決を求める。 

 

 

                      平成３０年２月２２日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 

 







－ 349－



－ 351－



－ 352－
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議案第１２号 

 

 

平成３０年度さぬき市共通商品券発行事業特別会計予算について 

 

 

 平成３０年度さぬき市共通商品券発行事業特別会計予算を別冊のとおり定めるこ

とについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第２号の規定

に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

                      平成３０年２月２２日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 

 







－ 357－



－ 359－



－ 360－
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議案第１３号 

 

 

平成３０年度さぬき市建設残土処分場事業特別会計予算について 

 

 

 平成３０年度さぬき市建設残土処分場事業特別会計予算を別冊のとおり定めるこ

とについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第２号の規定

に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

                      平成３０年２月２２日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 

 







－ 365－



－ 367－



－ 368－
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議案第１４号 

 

 

平成３０年度さぬき市病院事業会計予算について 

 

 

 平成３０年度さぬき市病院事業会計予算を別冊のとおり定めることについて、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第２号の規定に基づき、議会

の議決を求める。 

 

 

                      平成３０年２月２２日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 



 
 
 

平 成 30 年 度 

 

さぬき市病院事業会計予算書及び予算に関する説明書 

 

 

 

 

香 川 県 さ ぬ き 市 
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平 成 ３ ０ 年 度 さ ぬ き 市 病 院 事 業 会 計 予 算 

 

（総則） 

第１条 平成３０年度さぬき市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

      区       分      事   業     当 年 度   前 年 度   増  減 

  １ 業 務 量        病 院 事 業       （１）病 床 数          １７９床    １７９床     ０床 

                    ア  一 般 病 床          １７５床    １７５床     ０床 

                    イ 感染症病床       ４床      ４床     ０床 

 

（２）診 療 日 数          ２４４日    ２４４日      ０日 

 

（３）患 者 数           192,723 人    193,293 人     △570 人 

ア 入 院 患 者               58,035 人    54,750 人     3,285 人 

（１日平均）      159.0 人     150.0 人       9.0 人 

イ 外 来 患 者           134,688 人   138,543 人   △3,855 人 

（１日平均）      552.0 人    567.8 人    △15.8 人 

 

  ２ 資本的支出   建設改良計画 （１）病院増改築     2,533 千円        0 千円    2,533 千円 

                      事業費 
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（２）資産購入費    170,809 千円  111,421 千円   59,388 千円 

 

                   （３）リース資産      1,338 千円    2,584 千円  △1,246 千円 

購入費 

 

  ３ 職 員 計 画               損益勘定所属職員        295 人      293 人       2 人 

 
 （収益的収入及び支出）  
第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。  

 
収        入  

 
         第１款    病院事業収益               ４，９６５，９９１千円  
           
          第１項    医 業 収 益            ４，４１１，１２３千円  
           
          第２項    医 業 外 収 益              ５５４，８３８千円  
    
          第３項    特 別 利 益                   ３０千円  
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支        出  
 
         第１款    病院事業費用       ４，９９１，４０５千円  
 
          第１項    医 業 費 用            ４，８８１，７６０千円  
 
          第２項    医 業 外 費 用              １０９，１１５千円  
 
          第３項    特 別 損 失                   ３０千円  
 

第４項    予 備 費                  ５００千円  
 
 （資本的収入及び支出）  
第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額７

９，６８６千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１２，８４０千円、過年度分損益勘定留保

資金６６，８４６千円で補てんするものとする。）  
 

収        入  
 
         第１款    資 本 的 収 入               ２４５，９４５千円  
 
          第１項    企 業 債              １７０，９００千円  
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第２項    一般会計出資金           ２８０千円  
 
第３項    国 庫 補 助 金            １０千円  
 
第４項    県 費 補 助 金                  １５０千円  

 
          第５項    一般会計負担金        ７４，５９５千円  
 

第６項    固定資産売却代金            １０千円  
 

支        出  
 
         第１款    資 本 的 支 出               ３２５，６３１千円  
 
          第１項    建 設 改 良 費              １７４，６８０千円  
 
          第２項    投     資         １，２００千円  
 

第３項    企 業 債 償 還 金              １４９，７５１千円  
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 （企業債）  
第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。  
 

起 債 の 目 的  限 度 額  起債の  
方 法  利 率  償 還 の 方 法  

病 院 増 改 築 事 業 費  ２，５００千円   
証 書  
借 入  

年４．００％以内  
（ただし、利率見直し

方式で借り入れる場合

には、利率の見直しを

行った後においては、

当該見直し後の利率）  

借入先の融資条件による。

ただし、財政の都合により

その全部又は一部を繰上償

還することができる。  
資 産 購 入 費  １６８，４００千円   

 
 （一時借入金）  
第６条 一時借入金の限度額は、１５０，０００千円と定める。  
 
 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費）  
第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ

の経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。  
 
            （１）職 員 給 与 費              ２，８７０，１６５千円  
 
            （２）交 際 費                    １００千円  
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 （他会計からの補助金）  
第８条 建設改良及び補助事業に対し国、県、他会計等からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。  
 
  （１）病 院 群 輪 番 制 運 営 費 補 助 金      １３，０００千円  
 
  （２）小 児 救 急 医 療 支 援 事 業 費 補 助 金       ９，６０３千円  
 
  （３）第 二 種 感 染 症 指 定 医 療 機 関 運 営 費 補 助 金       １，２００千円  
 
  （４）国 民 健 康 保 険 保 健 事 業 助 成 金       ６，０００千円  
 
  （５）新 人 看 護 職 員 研 修 事 業 補 助 金         ３５４千円  
 
  （６）産 科 医 等 確 保 支 援 事 業 補 助 金       ２，０６４千円  
 
  （７）香 川 県 病 院 内 保 育 所 運 営 費 補 助 金       ５，７９８千円  
 
 （たな卸資産購入限度額）  
第９条 たな卸資産購入限度額は、５０８，０００千円と定める。  
 
 （重要な資産の取得）  
第１０条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。  
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種   類          名   称         数   量  
    什 器 備 品    医療用画像管理システム（ＰＡＣＳ）    １式  
 
 

平成３０年２月２２日 提出  
 
                           さぬき市長  大 山 茂 樹  

 
 


